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なごや集約連携型まちづくりプランに基づく区域の見直し案について 

皆様からのご意見を募集します！ 

（都市機能誘導区域及び居住誘導区域の見直し） 
 

「なごや集約連携型まちづくりプラン」に基づく都市機能誘導区域及び居住誘導区域

について、工場等の土地利用誘導または維持をはかるため、見直しを予定しています。 

このたび、誘導区域の見直し案を作成しましたので、下記のとおり、公表するとともに

皆様からのご意見を募集します。 

参考：なごや集約連携型まちづくりプランの概要 

集約連携型都市構造（駅そばまちづくり）の実現に向けて、都市機能や居住を誘導する範囲

（都市機能誘導区域、居住誘導区域）や誘導する施設などを定め、鉄道駅周辺（拠点や駅そば）

に必要な拠点施設の立地誘導や地域の状況に応じた居住の誘導をすすめるもの 

 

記 

１ 主な見直し内容 

(1)工業地域を考慮した誘導区域の見直し 

用途地域のうち工業地域は、主として工場等の土地利用誘導または維持をはかる地

域であることを考慮し、都市機能誘導区域及び居住誘導区域に含めないこととします。 

(2)都市基盤整備等による用途地域等の見直しに伴う誘導区域の変更 

 都市基盤（都市計画道路や都市計画公園）の整備や地形地物の位置の変更等に応じ

た用途地域等の変更にあわせて、都市機能誘導区域及び居住誘導区域の境界を変更し

ます。 

 

２ 見直し案の公表 

 (1)公表日  ：令和 6 年 11 月 25 日（月） 

 (2)公表方法 ：・市公式ウェブサイトに掲載 

（URL：https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000179045.html） 

・市民情報センター、各区役所（情報コーナー）・各支所、図書館等で

別添チラシを配布 

・住宅都市局都市計画課にて閲覧 

 

３ 意見の募集 

(1)募集期間 

令和 6 年 11 月 25 日（月）から 12 月 24 日（火）まで【必着】 

(2)提出方法 

必要事項を記入の上、郵便・ＦＡＸ・電子メール・持参により提出 

http://#


■拠点市街地
■駅そば市街地
■郊外市街地

■市街化調整区域

■工業地域

N

なごや集約連携型まちづくりプラン（立地適正化計画）に基づく

都市機能誘導区域及び居住誘導区域を見直します

なごや集約連携型まちづくりプラン ( 立地適正化計画 ) は、
「集約連携型都市構造」 の実現に向けて、
　▶都市機能や居住を誘導する範囲
　　（都市機能誘導区域、 居住誘導区域）
　▶各区域に誘導する施設
　　（誘導施設、 居住環境向上施設）
などを定め、
　▶鉄道駅周辺（拠点市街地 ・駅そば市街地）に必要な
　　拠点施設の立地誘導
　▶地域の状況に応じた居住の誘導
をすすめるための計画です。（平成 30 年策定 （令和 5 年改定））

今回、工場等の土地利用誘導または維持をはかるため、
都市機能誘導区域及び居住誘導区域の見直しを
予定しております（令和 7 年春頃予定）。
誘導区域の見直し案を作成しましたので、 みなさまからのご意見を募集します。

集約連携型都市構造における基本的な区域

工業地域位置図

都市機能誘導区域及び居住誘導区域の見直し内容

　用途地域のうち工業地域は、 主として 「工場等の土地利用誘導または維持
をはかる地域」 であることを考慮し、 都市機能誘導区域及び居住誘導区域に含
めないこととします。
　当該地域においては、 立地適正化計画に基づく届出制度（8 ページ参照）を
活用することにより、 工業地域指定の意図の理解促進をはかります。

　現在、 土地利用計画（用途地域等により土地の使い方や建物の建て方のルールを定めるもの）の見直しの手続きを
進めております。 そのうち、 都市基盤（都市計画道路や都市計画公園）の整備や地形地物の位置の変更等に応じた
用途地域等の変更にあわせて、 都市機能誘導区域及び居住誘導区域の境界を変更します。
▶土地利用計画の見直しの詳細については、 市公式ウェブサイト 「土地の使い方のルールを見直します」（ページ ID：169233）ご覧ください。

※令和５年 3 月の改定において、 上記の考え方を明示しており、 誘導区域からの除外は土地利用
　計画の見直しにあわせて変更するとしています。

今回の見直しは、 それに基づき令和 7 年春頃予定の土地利用計画の見直しに合わせて誘導区域
の変更を行うものです。

見直し１ 工業地域を考慮した誘導区域の見直し

見直し 2 都市基盤整備等による用途地域等の見直しに伴う誘導区域の変更

集約連携型都市構造とは
駅を中心とした歩いて暮らせる圏域に、 多様な都市機能が適切に配置 ・ 連携されており、 景観 ・ 歴史 ・ 環境 ・ 防災に配慮された、
魅力的で安全な空間づくりがなされている都市構造 

プランの詳細は、名古屋市公式ウェブサイト 「なごや集約連携型まちづくりプラン（立地適正化計画）
について」（ページ ID：103894）をご覧ください。
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都市機能誘導区域及び居住誘導区域の見直し案

都市機能誘導区域
　拠点市街地、 駅そば市街地の駅周辺を基本に、 災害リスク、 居住環境との調和、 工業系土地利用などを考慮して
都市機能誘導区域を設定し、 拠点的な施設（誘導施設）の誘導をはかります。（誘導施設の詳細は８ページをご覧ください。）

－2－

災害リスクや緑の保全などを考慮して、 都市機能誘導区域または居住誘導区域に含めない範囲を設定しています。

―：誘導区域設定にあたり考慮する要素としない
※１ 土地利用計画の見直し（令和 7 年春頃予定）に伴い定義を変更予定（現在は建蔽率 30%、 容積率 50%）ですが、低未利用の基盤未整備地区の範囲に変更はありません。
※２ 上記に関わらず、都市再生緊急整備地域や地区計画等により、都市機能や居住の誘導をはかることが示されている地域は誘導区域に含めることとしています。

▶▶都市機能誘導区域及び居住誘導区域に含めない範囲について

居住
誘導区域

含めない

含めない

含めない

含めない

含めない

―

都市機能
誘導区域

土砂災害のみ
含めない

含めない

含めない

含めない

含めない

―

災害リスクが大きい範囲 （土砂災害や一定の浸水リスクのおそれがある範囲）

良好な居住環境を保全すべき地域 （第一種 ・ 第二種低層住居専用地域）

緑地の保全をはかる地域 （特別緑地保全地区）

工場等の土地利用誘導または維持をはかる地域 （工業地域）

法令等の規程により誘導区域を指定しない地域
（市街化調整区域、 工業専用地域、 臨港地区、 流通業務地区、 保安林）

低未利用の基盤未整備地区
用途地域において建蔽率 40%、容積率 60%、壁面後退 1.5m に指定されている範囲をもとに設定

（すでに土地区画整理事業に着手している範囲等は除く）

考慮する要素（含めない範囲）

災害
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緑の
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都市機能誘導区域
拠点市街地
駅そば市街地

見直し１による変更箇所
見直し２による変更箇所
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　拠点市街地、 駅そば市街地、 郊外市街地を基本に、 災害リスク、 緑の保全、 工業系土地利用などを考慮して
居住誘導区域を設定し、 地域の特性をふまえた居住の誘導をはかります。

居住誘導区域

－3－

　「❶～⓯」 は都市基盤整備等による用途地域等の見直しに伴う都市機能誘導区域及び居住誘導区域の変更
箇所を示していますが、 区域が微細なため、 概ねの位置のみ表示しております。
　また、 土砂災害特別警戒区域、 土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定により、 誘導区域
外となる箇所は表示していません。
　都市機能誘導区域及び居住誘導区域の見直し案の詳細図等は市公式ウェブサイト 「都市機能誘導区域及び
居住誘導区域を見直します」（ページ ID：179045）をご覧ください。

▶▶都市機能誘導区域及び居住誘導区域の詳細図について

居住誘導区域
拠点市街地
駅そば市街地
郊外市街地
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誘導区域外で建築等を行う場合に、 何か規制があるの？
誘導区域外における誘導施設や住宅の建築を規制するものではありません。
都市機能誘導区域外 ・ 区域内及び居住誘導区域外で一定の建築や開発などの行為を行おうとする場合
には、 届出が必要になります。（届出制度の詳細は８ページをご覧ください。）

Q
A

居住誘導区域外には住めなくなるの？
区域外での居住を規制するものではありません。
転居等の機会に場所を選ぶときの参考となるように、 将来の都市構造を示すとともに、 災害リスクや緑の保全
など、 地域の特性をふまえた居住の誘導をはかるものです。

Q
A

Q&A

見直し１による変更箇所
見直し２による変更箇所8 15~




